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「内服薬処方せんの記載方法の在 り方に関する検討会」

報告書の公表について

1概 要

医療安全の観点か ら、内服薬処方せんの記載方法に係る課題やその標準化など、

今後の処方せんの記載方法の在 り方について幅広 く検討を行 うため、有識者か ら

なる 「内服薬処方せんの記載方法の在 り方に関する検討会」を開催 しました。

この度、本検討会において、検討結果が別添のとおり取 りまとめられま したの

で、公表します。

2検 討の経過

第1回 検 討会
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第3回 検討会
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3検 討会事務局

医政局総務課医療安全推進室
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1.内 服薬処方せんの記戴に関する現状と課題

我が国において、医師及び歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があ

'
る場合には、患者等に対して処方せんを交付する義務があり、処方せんに記載すべき事項は関

'
係法令において一定程度示されている(参 考1)。 しかしながら、医師、医療機関の間で統一さ

れた記載がなされておらず、多様な記載がなされているのが現状である.(参考2)。

このため、平成14年 度より、厚生労働科学研究において、処方せん記載方法の標準化に向

けた検討がなされ、あわせて、財団法人日本医療機能評価囎 勧桁 っている医療事故1青報収集

.等事業において、薬剤に関する医療事故並びに与薬準備及び処方 ・与薬に関するヒヤリ・八ッ

ト事例の具体例を収集し、必要に応じて個別事例について注意喚起が行われてきたところであ

る(参 考3)。

また、平成1フ 年6月 に、医療安全に関する対策の企画、立案等の審議を行い、医療安全の

推進を図ることを目的として設置された医療安全対策検討会議において、.「処方せんの記載方法

等に関ずる意見」が医政局長あてに提出された(参 考4)。 その中で、医師、医療機関の間で処

方せんの記載方法等が統旨されていないことに起因した処方せんの記載ミス、記載漏れ、指示

受け間違い等のヒヤり・八ット事例や医療事故は後を絶たない状況にあり、記戴方法、記載項

目の標準化を含めた処方せんの記載等に関する検討を早急に行うべきとの指摘がなされた。

さらに、平成17年 度厚生労働科学研究において、「情報伝達工ラー防止めための処方に関す

る記載についての標準案」が示され、引き続き、平成20年 度まで調査 ・検討が重ねられてき

たところである。

これらを受欧 平成21年5月 に厚 生労働省に 「内騰 肪 せんの記載方法嘩 肪 【「関

する検討会」(以下 「本検討会」という。)を設置 し、医療安全の観点から、内服薬処方せんの

記載方法に係る課題やその標準化等、今後の処方せんの記載方法ρ在り方ついマ これまでに

5回 にわた り幅広 く検討を行ってきたところである。
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2.本 検討会における主な議論

'

本検討会1よ 平成20年 度厚生労働科学研究 「処方せんの記載方法に関する医療安全対策の

検討」において餓 曲 たP闘 誰[ラ ニ防止のた岬 肪 に関する記載{こついて麟 案」

(以下 「標準案」・という。)を議論のたたき台として検討を行 ってきた(参 考5)。

標準案の中で、「薬名」については、販売名又は一般名(原 薬名)と され、「分量」について

は、1回 内服 量(以 下 「1回量」という。)で記載 し、用法 ・用量 として1日 服用回数、服薬時
1
.～

期及び服用 日数を記載するとされている。

r分量」については、これまで、内服薬のように1日 分の服用量を表す場合と、翻 侵薬のよ

うに1回 分の服用量を表す場合とがあり、また、「用量」については、薬剤の服用 日数を意味す

る場合や、薬剤の服用総量を意味する場合があるとの議論がなされた、現行の法令等の規定に

おいても、内服薬のr分 量」については、1日 内服量(以 下 「1日量」という。)を記載するこ

ととされているが、「用法」及び 「用量」については、「用法」と 「用量」とを明確 に分けた定

義がなされていないとの議論がなされた。その上で、処方せんには服用回数、服用のタイミン

グ、服用日数等の 「用法 ・用量」1を記載することが確認された。

、内騰 肪 せん記鞄 実態として1よ 「診癬 艮酷謙 記鞭 領等について」(即51

年8月7日 保険発第82号)に おいて、処方せんの記載事項は1日 量と1回 量との両方を記載

することとされているが、実際には、この規定は必ず しも遵守されておらず、多様な記載がな

されている現状が確認された。

このたφ、現行の法令等の意義を認識しつつも、将来的には、「薬名」については、薬価基準

に記載されている製剤名2を記載することを基本 とすべきであること、「分量1に ついては、注

1本報告書における 「用法 ・用量」は、処方せんの記載に不可欠な服用回数、.服用のタイミング、服

用日数等をいうのであって、医薬品の添付文書の記載に見られる 「用法 ・用劉 とは必ずしも一致

しない。

2薬価基準に収載されていない医薬品についてぽ 販売名又は原薬名に剤形 ・規格を付記した名称。
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射薬等と同様に、内服薬についても1回 量を記載することを基本とすべきであること、1日 量

ノ〕、ら1回 量による記載方法へと変更する際の移行期間には、処方時、調剤時及び与薬時の過誤

に対する懸念があり、医療事故を防ぐための聯 肋泌 要であること等が議論された5

散剤・友び瀦 り・の 「薬名」及び.「分劉{こ ついて1よ 従来 「9(而 記載膿 剤・量mg

記載は原薬6量」のように、慣例的に重量(容 量)単 位により率捌 ・記載 している例もあった斌

薬名は製剤名、分量は製剤量を記載することを基本とすべきであり、例外的に、分量を原薬量

で記載 した場合 には、必ず 【原薬量】と明示することとすべきとの議論がなされた。

「用法 ・用量」における服用回数 ・服用のタイミングについては、「x3」、「3x」 等の1青報

伝達工ラーを惹起する可能性のある紛らわ しい表現を排除し、「1日3回 韓昼夕食後」のように、

日本語で明確に識 菊 ことにより標劉ヒを図る嘩 との議論がなされち

その他、医療従事者の教育や薬剤の添付文書等の記載等についても対応が必要であるとの議

論がなされた。また、医療システムメーカーの立場である保健医療福祉情報シスデム工業会に

対してヒアリングを行い、処方せんの記載方法の標準化に向けた協力を得られることとなった。

さらに、現行の処方せん様式について、特に手書きで処方せんを記載する場合、情報伝達工

ラーを防止するため、医療機関の実情に即し、罫線を設ける等により、必要な事項を網羅的に

記載する工夫が必要であるとの提言がなされた(参 考6)。

凝 晧 書でば これらの議論を踏まえ 内騰 肪 せんの記載方法礁 靴 寸ることが必要

であるとの考えから 「内服薬処方せん記載の在るべき姿」を取りまとめ、可及的速やかに着手

し、その後も継続的に実施すべき方策については、「短期的方策」として示し、全ての医療機関

において速やかに対応することが困難な場合があることも踏まえ、長期的な視点に立って取り

3原薬に賦形剤、結合剤、崩壊剤等の}添加剤を加えて粉末又は微粒状に製 したもの。 、

4原薬をそのまま用いるか、又は溶剤に溶解して用いる、液状の内用液又は外用液。

5医薬品の原薬に賦形剤等を加え、使用するのに適当な形にしたもの。

6医薬品に含まれる物質のうな 生体め生理的調節機能に対して作用する物質。有効成分。
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組むべき方策については 「長期的方策」として示すとともに、「移行期間における対応」につい

ても整理 した。
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3.内 服薬処方せん記載の在るべき姿

処方せんの記載方法が統一されていないことに起因した記載ミス、情報伝達工ラーを防止す

る観点から、患者、医療従事者を含め、誰が見ても記載内容を理解できる処方せんの記載方法

を標準化し、医師法、歯科医師法等の関連法規との整合性を含あ、我が国の全ての医療機関に

おいて統一された記載方法による処方せんが発行されることが望ま しい。

最も望ましいのは、処方せんに、薬名、1回 量、1日 量、1日 の服用回数、服用のタイミン

級 び服用日数等の事項を全て記載することであるが、現状では限られた時間で全て記載する

ことは困難であるとの指摘もある。

このため、r内服薬処方せん記載の在るべき姿」として、以下のような基準を示すものとする。

1)「 薬名」については、薬価基準に記載されている製剤名を記載することを基本とする。

2)「分劉 についてぱ 脚 基本単伽 年る・醒 を識 することを基本とする・

3)散 剤及び液剤の 「分量」については、製剤量(原 薬量ではな く、「製剤としてあ重量)を 記

載することを基本とする。

4)「 用法 ・用量」における服用回数 ・服用のタイミングについては、標準化を行い、情報伝達

工ラーを惹起する可能性のある表現方法を排除し、日本語で明確 に記載することを基本とす

る。

5)「 用法 ・用量」における服用日数 については、実際の投与 日数を記載することを基本とす

る。7

7休薬期間のある場合、それが一意的に解釈できるように明示する。
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4.内 服薬処方せんの記載方法の標準化に至る短期的方策-

「3.内 服薬処方せん記載の在るべき姿」に基づき、まず、可及的速やかに着手すべき方策

として実施すべぎものを示す。

1)処 方オーダ リングシステム、電子力ルチシステム等(以 下 「処方オーダ リングシステム等」

という。)の 処方入力画面については、1回 量又 は1日 量⑱いずれを基本とした入力方法で

あっても、同一画面上において、1回 量と1日 量とを同時に確認できることとする。なお、

処方入力画面への入力方法については、現行 は医療システムメーカーによって入力方法が異

なるが、今後は医療システムメーカーによらず標準的な入力方法になるよう、保健医療福祉

情報システム工業会等の業界団体に協力を求めてい く。

2)処 方オーダ リングシステム等により出力された処方せんには、1回 量及び1日 量の両方が

併記されることとする。

3)散 剤及び液剤の 「薬名」及び 「分量」については、従来 「g〔mL)記 載は製剤量、mg記

載は原薬量」のように、慣例的に重量(容 量)単 位 によ り判別 ・記載 している例もあったが、

薬名を製剤名で記載し、分量は製剤量を記載することを基本とする。例外的に、分量を原薬

量で記載 した場合には、必ず 【原薬量】と明示する。

4)「 用法 ・用量」における服用回数 ・服用のタイミングについては、「x3」、「3×」等の情

報伝達工ラーを惹起する可能性のある紛らわ しい表現を、「1日3回 朝昼夕食後」のように日

本語で明確に識 するこζにより、紛らわしし、識 麩 やかに是正す畜.騰 当分の間、

1回 量 と1日 量を併記する場合には、「分3」 等の1日 量を前提とした表現も許容する。

5)「 用法 ・用量」・における服用回数 ・服用のタイミングについて1よ 処方オ ーダリングシステ

ム等において用いられる1回 量による処方を前提ζした標糊 法マスタを作成し曝 をそテう・

6)入 院患者用の薬剤を調剤する際に、韓形8を行った場合にば 薬剤師が、与薬する着護師等

8医薬品の取扱いや服用を容易にするために添加剤を加えること
。罰糖 やデンプンがよく用いられる。
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に対し、賦形後の調剤量及び1回 量を明確に伝達する必要がある。

7)医 師、歯科医師、薬剤師及び看護師の養成機関においては、内服薬処方せんの捺準的な記

載方法に関する教育を実施し1内 服薬処方せんの標準的な記載方法を基に国家講験等へ積極

的に出題する。9
ピ

8)'医 師、歯科医師、薬剤師及び看護師の臨床研修等の卒後の教育においても、上記養成機関

における対応等を踏まえ、医師臨床研修指導ガイドライン等に内服薬処方せんの標準的な記

載方法を明記し、内服薬処方せんの標準的な記載方法に関する教育を可及的速やかに実施す

る。

9)薬 剤に関する書籍や医薬品の添付文書の記載については、本検討会の議論を踏まえ、分量、

用法 ・用量等の記載方法について、関係団体等と協力の下に改訂を進める。

10)手 書きで処方せんを記載する場合には、現行の法令等の規定において、1日 量及び1回

量の両方を記載することとされていることに留意し、上記3)の 散剤及び液剤における 「分

量」の記載並びに4)の 「用法 ・用量」における服用回数 ・服用のタイミングを日本語で明

確に記載する対応を関係者に依頼し、調剤に際しては、薬剤師は疑義照会を徹底する。

97)及 び8)の 「内服薬処方せんの標準的な記載方法」とは、`「3,内 服薬処方せん記載の在るべ

き姿」に示した1)～5)及 び 「7,処方例fの 催 るべき姿)を 意味する。
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5.内 服薬処方せんの記載方法の標準化に至る長期的方策

次に、長期的な視点に立って取り組むべき方策として、実施すべきものを示す。なお、長期

的方策とは、可及的速やかに着手すべきであるが、全ての医療機関において対応するには時間

を要する肋 各鹸 機関や各調 薬局において計画的に実施していく必要がある砂 である。

1)「分量」については、処方オーダリングシステム等の処方入力画面において、1回 量を基本

とした入力方法に対応できる処方入力画面を装備し、かつ1回 量とi日 量についても同一画

面で確認できることとする。また、処方オーダリングシステム等には、原則として服用回数 ・

服用のタイミングに関する標準用法マスタを使用することとする。

2)与 薬の実施記録としての院内の看護シスデムにおいては、処方せんによる与薬の指示が患

者に確実に実施されるために、最'」曝 本単位である1回 量を基本単位とすることを推進する。

3)調 剤薬局において処方内容を再入おすることによる情報伝達工ラーを防止するとともに、

院外処方せんあ利便注の向上に資するような、儲霰技術等(二⊃次元バーコー ド等)の 導入に

ついて検討する。
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6.移 行期間にお ける対応

内瞬 肪 せんの記鋤 繍 化に拗'う餅 醐間1説い方鯉 ましい斌 中麟 的な視

点に立ち、計画的 に実施していく必要がある。

厚生労働省ば 関係者に対し本報告書の内容を周知するとともに、移行期間における留意事

項に関する取組についても関係者に協力を求める。さらに、「内服薬処方せん記載の在るべき姿」

の移行状況について、適宜、中間評価を行い具体的な対策を再検討しながら進めていくべきで

ある。

移行期間において厚生労働省が実施すべきものを次に示す。

1)本 報告書に基づき、関係者に対し可及的速やかに各方策に着手するよう周知する。

2)全 ての医療機関等に対し、処方オーダリングシステム等の更新のタイミングに合わせて、

1回 量を基本とした入力方法に対応できる処方入力画面を装備したシステムに切り換えてい

くよう促亨・

3)本 報告書に準拠 した処方オーダリングシステム等を可及的速やかに、全ての医療機関等に

提供するべ く、医療システムメーカーに協力を求める。

4)内 服薬処方せんξ)記載方法の標準fヒの進捗状況について、財 団法人日本医療機能評価機構

が実施 している医療 事故1青報収集等事業及び薬局 ヒヤ リ ・八ッ ト事例収集 ・分析事業の1青報

等を用いて、2～3年 のうちに中間評価を行う。

5)遅 くとも5年 後に、内服薬処方せんの記載方法の標準化の進捗状況等についての調査 ・研

究を行い、対策 について再検討する。
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7.処 方例

・1)実 際の処方例

フロモ ックス錠100mg、 メジコン錠15mg、 ムコ ソルバ ン錠15mg各3錠 を

1日3回 に分 けて朝昼夕食後に服 用するように処方する場合

(現状)

フロモックス(100)

メジコン(15)

ム コソル バ ン(15).

分3毎 食 後7日 分

錠

錠

錠

q
り

3

n◎

　
[ (移行期間=1回 量 と1日 量の併記)

フロモックス錠100mg1回1錠(1日3錠)

メジコン錠15mg1回1錠(1日3錠)

ム コソル バ ン錠15mg1回1錠(1日3錠)

1日3回 朝 昼 夕食 後7日 分

(在るべき姿)

フロモックス錠100mg1回1錠

メジコン錠15mg1回1錠

ム コソル バン錠15mg1回 て錠

1日3回 朝 昼 タ食後7日 分

2)不 均等投与の場合

プレ ドニン錠5mgを1日 量と して全7錠 を朝4錠 、昼2錠 、タ1錠 の3回 に分けて

食後 に服用するよ うに不均等の量で処方する場合 .

(現状)

プレドニン錠(5mg)7錠(4-2-1)

分3毎 食 後7日 分

目
(移行期間:1回 量と1日 量の併記)

プレドニン錠5mg朝4錠 、昼2錠 、タ1錠(1日7錠)

1日3回 朝昼 タ食後7日 分

(在るべき姿)

プレドニン錠5mg

プレドニン錠5mg

プレドニン錠5mg

錠

錠

錠

4

2

1
・

回

回

回

1日1回 朝食後

1日1回 昼食後

1日1回 タ食後

7日 分

7日 分

7日 分
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3)内 服薬(散 剤)の 場合

テグレトー ル細粒50%を1日 量として16g(原 薬量として800mg)を1日2回 に分け

て朝夕食後 に服用するように処方する場合

(現状)

テグ レトー ル細 粒50%1日16g分2朝 夕食後14日 分

□
□

(移行 期間=1回 量 と1日 量の併記)

テグ レトー ル細 粒50%1回0.8g(1日1.6g) .
1日2回 朝 夕食後14日 分

又は

カル バ マゼ ピン(散 剤)1回400mg(1日800mg)【 原 薬量 】

1日2回 朝 タ 食後.14日 分

(在るべき姿)

テグ レト」 ル細 粒50%1回0.89

1日2回 朝 夕食 後14日 分

4)内 服薬(液 剤)の 場合

ジゴシンエ リキ シル005mg/mLを1日 量 と して6吐(原 薬量 として03mg)を1日3回 に

分けて朝昼タ食後 に服用す るよ うに処方する場合

(現状)

ジゴシンエ リキシル005mガmL6mL

・ 分3毎 食後7日 分

(在るべき姿)

ロ
ロ (移行期間:1回 量と1日 量の併記) 、
ジゴシンエ リキ シル α05mg/mL1回2mL(1日6mL)

1日3回 朝昼 タ食 後7日 分
♂

1又,ま
F、

ジゴキシン(液 剤)1『 回0.1mg(1日0.3mg)【 原 薬量 】

1日3回 朝 昼 タ食後7日 分
」

◇
ジゴシンエリキシル005mg/mL「 回2mL

1日3回 朝昼 タ食後7日

ii



5)休 薬期間めある場合

リウマ トレックスカプセル2mgを 日曜9時 、21時 及び月曜9時 に1回1カ プセル服用し、

翌週の日曜9時 に服用するまでを休 薬期間 とす る処方(4週 間分)を する場合

(現状)

リウマトレックス(2mg)2カ プセル 毎週 日曜

分2日 曜9時 、21時4日 分(投 与実日数)

リウマトレックス(2mg)1カ プセル 毎週月曜 日

分1月 曜9時4日 分(投 与実 日数)

ロ
ロ (移行期間:1回 量と1日 量の併記)

リウマトレックスカプセル2mg1回1カ プセル(1日2カ プセル)

日曜9時 、21時4日 分(投 与実 日数)

リウマトレックスカプセル2mg1回1カ プセル(1日1カ プセル)

月曜9時4日 分(投 与実日数)

(在るべき姿)

リウマトレックスカプセル2mg1回1カ プセル

週3回(日 曜9時 、21時 、月曜9時)服 用を1つ の周期として4周 期分

6)そ の他.(1日 量1,0g又 は2,0gを1日3回 に分けて処方する場合)

(現状)

酸化マグネシウム1g

分3毎 食後14日 分

マーズレンS配 合穎粒2g

分3毎 食後14日 分
ロ
ロ (移行期間:1回 量 と1日 量の併記)

酸化 マグネシウム1回0.3391日1g

分3朝 昼 タ食後 唱4日 分

マー ズ レンS配 合穎 粒1回0.6791日2g

分3朝 昼 タ食後14日 分

(在るべき姿)

酸化マグネシウム1回0339

1日3回 朝昼タ食後14日 分

マーズレンS配 合穎粒1回0.679

1日3回 朝昼タ食後14日 分

【注}現 状においてもマーズレンS配 合穎粒、沈降炭酸力ルシウム、(0.67g分 包)、重質酸化マグ

ネシウム(0.33g分 包)等 があり、0.01gの 差が薬効等において問題となる例は見受けられない。
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(参考1)'

処方せんに関する法令の規定について

医師法(昭 和23年 法律第2.01号)

第20条 医師は、自.ら診察 しないで治療 を し、若 しくは診 断書若 しくは処方せ んを交付

し、'自ら出産に立ち会 わないで出生証明書若 しくは死産証書を交付 し、又 は自ら検案を

しないで検案書 を交付 してはならない。但 し、診療 中の患者が受診 後二十 四時間以内に

死亡 した揚合 に交付す る死亡診断書 についでは、 この限 りでない。

第22条 医師は、患者 に対 し治療上薬剤 を調剤 して投与す る必要が あると認めた場合に

は、患者 又は現 にその看護 に当つ ている者 に対 して処方せ んを交付 しなければな らない。

ただ し、患者又 は現 にその看護に当つてい る者が処方せ んの交付 を必要 と しない旨を申

し出た揚合及び次の各号の一 に該 当す る揚 合においては、 この限 りでない。

(略)

医師法施行規則(昭 和23年 省令第47号)

第21条 医師は、患者 に交付する処方せ んに、患者 の氏名 、年齢、薬名 、・分量L墨 迭 」

用量、発行 の年月 日、使用期 間及び病院若 しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住

所を記載 し、記名押印又は署名 しなけれ ばな らない。

歯科医師法(昭 和23年 法律第202号)

第20条 ・歯科 医師は、 自ら診察 しないで治療を し、又 は診断書若 しくは処方せ んを交付

してはな らない。

第21条 歯科 医師ほ、患者 に対 し治療上薬剤を調剤 して投与す る必要があると認 めな場

合には、患者又は現にその看護に当つている者 に対 して処方ぜんを交付 しなければなら

ない。 ただ し、患者又は現にその看護に当つている者 が処方せんの交付 を必要 としない

旨を申し出た場合及び次の各 号の一 に該 当する場合において は、その限 りでない。

(略)

歯科医師法施行規則(昭 和23年 省令第48号)

第20条'歯 科医師は、患者に交付す る処方せんに、患者 の氏名、年齢 、薬名、分量、用

法、用量 、発行の年月 日、使用期間及び病院若 しくは診療所の名称及び所 在地又 は歯科

医師の住 所を記載 し、記名押印又は署名 しなければな らない。

薬剤師法(昭 和35年 法律第 ユ46号)

第23'条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せ んによらなけれ ば、販売又は授

与の 目的で調剤 してはならない。

2薬 剤師 は、処方せ んに記載 された医薬品にっ き、その処方せ んを交付 した医師、粛科

医師又 は獣 医師の同意 を得 た揚合 を除くほか、 これ を変 更 して調剤 して}ヰならない。

第二十 四条 薬剤師は、処方せん中に疑わ しい点があるときは、その処方せんを交付 し

た医師、歯科 医師又 は獣医師に問い合わせて、そ の疑わ しい点 を確かめた後 でなければ、

これによつで調剤 してはな らない。

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭 和32年 省令第15号)

第23条 第1項 保険医は、処方せんを交付する揚合には、様式第2号 又はこれに準ずる

様式の処方せんに必要な事項を記載しなければならない。
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭 和32年 省令第16号)

第8条 第1項 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以 下 「保険薬剤

師」という。)は 、保険医等の交付 した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調

剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。

診療報酬請求書等の記載要領等について(昭 和51年8月7日 保険発第82号 保険局医療

課風 歯科 医療管理官通知)..'

別紙1診 療報酬請求書等 の記載要領

IV調 剤報酬請求書及び調剤報酬明細書 に関す る事項

第2調 剤報酬明細書の記載要領(様 式第5)

2調 剤報酬 明細書に関す る事項

(21)「 処方」欄 について

ア 所定単位(内 服塞(浸 煎薬、湯薬及 び一包化薬 を除 く。以下同 じ。)及 び一
・ 包 化薬 にあっては1剤1日 分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬 、湯薬、注射薬及

び外用薬にあっては1調 剤分)ご とに調剤 した医薬品名、`用量(内 服薬にっい

ては、1日 用量 、内服用滴剤、注射薬及び外用薬 にっいては、投薬全量、屯服

薬 については1回 用量及び投薬全量)、 剤形及び用法(注 射薬及び外用薬 にっ

いては、省略 して差 し支 えない。)を記載 し、次 の行 との問を線 で区切 ること。

なお 、浸煎薬及び湯薬の用量については、投薬全量 を記載 し、投薬 日数につ

いて も併せて記載す ること。

(後略):

ウ 医'品 名 は原則 として・剤 した薬剤 の名称、1形 及び含量 を記載すること。

(22)「 単位 薬剤料」欄 について

「処方」欄 の1単 位(内 服薬及び一 包化薬 にあっては1剤1日 分、内服用滴剤、

屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬及び外用薬にあっては1調 剤分)当 た りの薬剤料

を記載 すること。(後 略)

(23)「 調剤 数量」欄 について

ア 「処方」欄記載 の処方内容に係 る調剤の単位数(内 服薬及び一包化薬にあっ

ては投薬 日数 、内服用滴剤 、浸煎薬 、湯薬、屯服薬、注射薬及 び外用薬にあっ

ては調剤 回数)を 調剤月 日ごとに記載す ること。

別紙2診 療録等 の記載上の注意事項

第5処 方せ んの記載上の注意事項

7「 処方」欄 について

1.投 薬す べき医薬品名、分量、用法及び用量 を記載 し、余 白がある場合には、斜線等

により余 白で ある旨を表示す ること。

(1)医 薬品名 は、原則 として'価 基準に記載 されている名称を記載す るこ ととす るが、
一般名 による記載で も差 し支えないこと

。

なお、 当該医薬品が、薬価基準上、2以 上の規格 単位 がある場合には、当該規

格 単位 をも記載す ること。

また、保険医瞭機 関と保険薬局 との間で約束 され たいわゆる約束処方による医

薬 品名 の省略、記号等 による記載は認め られない ものであること。

(2)量 は、内服薬 にっいては1目 分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬にっいては

投与総量、屯服薬にっい℃は1回 ∠量を記載す るこ と。

(3)用 法及 び用量 は、1回 当た りの服用(使 用)量 、1日 当た り服用(使 用)回'

及 び服用(使 用)時 点(毎 食後、毎食前、就寝前、疹痛時、○○時 間毎等)、 投

与 日数(回 数)並 びに服用(使 用)に 際 しての留意:事項等を記載す ること。
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(参 考2)^

処方例についての記述事項の種類及びその件数

【内用錠剤の処方例】

降圧 薬のニルバジピンを原薬量として4mgを1日2回 に分けて朝食後 と夕食後に服用す るよ う

処方 したい。ニルバジピン錠2mgの 製 品(製 品名:ニ バ ジール錠2mg)を14目 分処方する

場合、処方せんにはどの よ うに記載 されますか?

【研究班の想定 した現状(1日 量)で の記載例 】
ニバジール錠2mg2錠 分2朝 タ食後14日 分

【参考:研 究班提案する標準案(1回 量)で の記載例 】
ニ バジール錠2mg1錠1日2回 朝タ食後14B分

薬品名 件数
ニバ ジール2)

ニバ ジール(2mg)

ニバ ジール 錠2皿9

ニル バ ジ ピン(2)

ニバ ジール 錠(2mg)

ニバ ジール2mg

ニル バ ジ ピン(2mg)

ニバ ジール 錠(2)

ニバ ジール

ニハ ル ジ ピン(2mg)

ニル バ ジ ピン

ニルバジピン鉾2mg

5

9

1

9

8

7

3

2

1

1

1

1

Q
u
1

1

分量L件 数

2T

2錠

2tab

4mg

(2T)

2C

II

4T

8

6

5

3

2

1

1

1

6

1

記載なし1

日数

14日 分

/14丁

faro

(14)

14丁

14日

×14日 分

/14TD

/14丁d

/14日 分

x(14)

x14T

14

G14TD

/14ds.

x14days

x14TD

×14日

件数

3

7

5

5

5

4

2

2

2

2

2

1

1

1

、1

1

1

○月o日 から14日 間1

14d

14Td

⑭

g14TD

g14TH

g14TM

9

1

1

1

1

1

1

出典=処 方せんの記載方法に関する医療安全対策の検討(主 任研究者=齋 藤壽一)

平成18年 度厚生労働科学研究報告書
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【内用 ・散剤の処方例】

心不全治療薬のジゴキシンを原薬量 として0.15mgを1日3回 に分けて毎食後に服用するよ う

処方 したい。ジ ゴキシン散0.1%の 製 品(製 品名:ジ ゴシン散0.1%)を14目 分処方する場合、

処方せん には どのよ うに寵載 されますか?

【参考=研 究班提案する標準案(1回 量)で の記載例】

ジゴシン散O.1%`0.0591日3回 毎食後 14日 分

薬品名 件数

ジ ゴシン散(0.1%)

ジ ゴキシ ン散(0.1%)

ジ ゴシン散

ジ ゴキシ ン

ジ ゴキシ ン散

0.1%ジ ゴキ シ ン散

ジ ゴシン1000倍 散

7

6

3

1

8

6

5

5

2

ジ ゴシン散0.1%(11nglg)2

(以下 は件 数1件 の もの)

ジ ゴシン散0,1,ジ ゴシ ン(0.1)

ジ ゴキシ ン(0.1)

分量 件数

0ユ5mg

O.159

1.59

150mg

O.15mg力 価

a.is

0

2

4

ー

ハb

4

4
ら
2

(以 下 は 件 数1件 の も の)

0.15憩g(ジ ゴ キ シ ン と して);0.15g(0.15mg)

5皿g,1.5mg,0.45mg,0.45(g),(0,15mg)

0.15g(力 価 と して0,15mg),(0.05mg)3P

O.15血gま た は0.15g,0.15mg(原 末)

0,15㎎(成 分 量),0.15mg(実 薬 量),1.5

0.15mg原 薬 量 で記 載,0.15(0.15mg)

3xN

3x

3xndE

1日3回 毎食 後

分3后 、

分3後

分3各 食 後

3x毎 食 後

3× 食後

3x1

1日3回 朝 ・昼 ・夕食後

1分3食 後 「

/3xnde

13xn

/3x

4

7

6

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

」
2

1

(以 下 は件数1件 の もの)

毎食 後す ぐ,分 子 毎食 後,分3毎 食 後,分3

分3;朝 昼 夕食後30分,分 ×3毎 食後

3回:朝.昼.夕 食 後,3x朝 、昼、 夕食後

3X各 食後,3x后,3×1毎 食後,

[分3】1日3回 毎 食 後,/毎 食 後

ノ分3後,1分3nde,ノ 分3,1Nx,1N3x1

13食 後,13x毎 食 後,ノ3nde,空 欄

出典=処 方せんの記載方法に関する医療安全対策の検討(主 任研究者=齋 藤壽一)

平成18年 度厚生労働科学研究報告書
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撫 濃

霧豪∴
.輩 騨 鐸欝 欝 揮(1

φ ・翰.ゆ

No.92007年8月

[製剤の総里と有効成分の量の間違い]
製剤の総量と有効成分の量との誤認による事例が4件 報告されています(集計期間1

20P4年10月1日 ～2007年3月31日 、第8回 報告書 「共有すべき医療事故麟 侵∫

に一部を掲載)。

内服薬処方において.製 削の総量と

有'効成分の量との誤認に起因する

過量投与が報告されています。

難i藁毒:叢灘謬薪嘗譲雛 灘

有効成分の皇として
'1日1250

mgの 処方と解釈

ll三贈 鷺 驚繍 憶ll3『騨1£

注)有効成分:バ ルブロ酸ナトリウム

〈類似の報告があった薬剤〉 アレビアチン散10%フ ェノバール散10%な ど

17



耀 灘i嚢三:.

..L'唱 翠'

、'」 罰"「7`

命 ◇ 瞭 ◇ 医療事故情報収集等事業 Nb.92007年8月'◇ ③ 命 傘

[製剤の総量と有効成分の量の間違い]

箪 例.1..

.1:他院がらの紹介患者の情報提供用紙には、内服薬ξして ∬セレニカR.1、259分 孚朝1・夕』.・'
・.(有効成分 であるバルプロ酸ナ トリウムとして500m9に 相当)と 記載 されていた.6・=

、底師は向糸内容φ処方を意図してオーダー画面に年セレニカ臼頬粒4Q%14Q⇔ 耐ε/巨・.
11250rngl朝 汐 隼侵』と入力し院外処方箋を発行した□.一「方、処方箋を受け取った

、.院外調剤薬局では1250m自 を製剤の総量ではなぐ 有効成分(パルプ自酸ナトリウム)

鑑 羅 躍懸 乞皇礫 詔是驚塞霧鰹 ξ篇禦 咋騨

事例2

:恵者は呂律がまわらないなどの痒状を訴え外来を畳診レた6主 治医は3週 間前か阜1.1:
他院で処方されていた薬を当院で継続処方したこと}が原因ではないかと疑しN他院に1::

.処方丙寄:を確認レ々;'云め績 果》他院では有劾 成分 とレζフェノバルビダ≒::ル.…・、

』「150mg〆 日が処万されていた着のが・当院で【部Q借 攣の1500mg!日 が処方され子こill

.い1とζとがやか?迄rζ 塾 ばく主治 医が、患者 持参 ⑱薬!一 トに詔 戴 ざ熟1ζ1;..

『フ‡ノベ」←ル散〕D%∵,.Lξi{ダ日』.を見て同「内容環)処方を恵図してrブ⇒ クぐ田ル.'..,

:趣10%.囁0⇔ 巾彰 日』と揖示し斥ところ、当院薬局で1ま慣例ζして、「g」表示の場合 .1.
∴・は鱒 』の緯量を尾・「㎡副 琴示の場倉は有効成分の量羅憲昧レたため・調剤の過程でζ:「m創ゴご

:
・・;単位で記載された処方華かう工500巾9が 有効成分め量と解釈されたノζφであうた;5∴、・

事例が発生した医療機関の取り組み

処方1二関する記載ヵ法毫確立臥 量の記載が1

有効成分の量か製剤の総量であるかを伺記するご

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業(厚 生労働省補助事業)において収集された事例をもとに、当事業

の一環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨

等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。

httpJ/jcghc.orjp/htmVaccidenthtm#med-safe

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証

するものではありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止センター

麗 羅灘欝 謙 一
18



1義 磯 灘 羅 羅.響

.奪轡

輔磐 .き

ゆ'磯.傘1 .・や

No.182008年5月

陶 繍 灘蝋 による]
処方表記の解釈の違いによる薬剤量の間違いが3件 報告されています。(集計期間:

2006年1月1日 ～2008年3月31日 、第U回 報告書 「共有すべき医療事故情報」

に一部を掲載)。

「3x』や 「分3』 の表記を
3倍 と解釈し距ことによる

薬剤量の間違いが報告されています。

〈事例1の イメージ図〉

糟 認 叫1ダ
∵:、〉

鵡轟購轟li議
・1日投与量60mg

、1日3即 投与、1回20mg

、1日投与量.1弓 ρm臣1日 呂回投与、・1回60mg

19



魯 ◇ 命.命'医 療事故情報収集等事業 No.18.20G8年5月 ゆ ③ ゆ 働

[処方表記の解釈の違いによる薬剤量間違い]

事 例 」』:.

呼 囎 科め医師Alよ皮膚科畝 院しでいる賭 砂 奉Pめ 依頼によウ
..譲 嚥 邸A剛 躍 ゴディシ1・Q%旧 蹄 量6。嘩 旧3回 こl

l…分げζi回20rhg投与を恵図してこ診療録に「リ潔酸コデイ){1:;Q96160rng・.1」
.部 をお鴨 ・します1と謙 瞬 ・牢治卑白膨 麟 φ∫訓 の記戴観 蔦 ・.
.旧塒 量おO

m9を1噸;;分1才て1回・・巾・投与畔 脚 卿 環 .

ギ 禦1『9嘔 鎚 興 魯 騨lr投茅、隆.、..

1.事.例.21

.患者1ま侮科かiう処方されζいたアレビア牙ン自50叩9q日 犀)蓉内月母」1て..
一し》だ則内脹が内難となつ斥ため・:主治医体アレビアヂン死点滴に奪早した◎

1記鞭 熊 内麟 示の[抄 ビ荘 ン牟50叩91分$」擁 蝶 示1≒する際☆
.「f画含56頃gを1日3回 投与」.だと勘違いして指示を出し患 者に投与した司

事例が発生し尤医療機関の取り組み

∫肪側 綴 鵠錦譲贈叩早捗
※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業(厚 生労働省補助事業)において収集された事例をもとに、当事業

の一環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨

等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。

http:〃三cqhc心rjp/html/acciden七htm#med唱afe

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証

するものではありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

盟
財団法人 日本医療機能評価機構,医 療事故防止事業部
〒101-0061東 京 都干代 田区三崎 町14-17東 洋 ビル10階

電話:03-5217-0252(直 通)FAX:03-5217-0253〔 直 通)

http://jcghc.or.jp/html/index.htm
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(参考4)

平成17年6月8日

厚 生労働省医政局長

岩尾糸恩一良区殿

処方せんの記載方法等に関する意見

医療安全対策検討会議

座長 高久史麿

本検討会議は、医療安全対策 について議論を重ね、今般、処方せんの

記載方法等 に関 し、別添の とお り意見をとりまとめたので、これ を報告

す る。

z1



処方せんの記載方法等に関する意見

当検討 会議 におい ては、医療安 全対策 につい て検討 を行 って

きた ところで あ るが 、 ヒュー マ ンエ ラー部会 か ら処方せ んの記

載方法 等 について の意 見 が提 出 され たため、 これ に基づ き議 論

を行 った ところであ る。

処方せ んについては、医師法等 に基づ き記載が行われてい るが、

記載方 法 、記載項 目等 につ いては、 医師、 医療機 関 の間で統 一

され てお らず 、そ の ことに起 因 した処 方せ んの記載 ミス、記 載

漏 れ 、指示受 け間違 い等 の ヒヤ リ ・ハ ッ ト事例や 医療事 故が後

を絶た ない状況 にある。

この よ うな認識 の下、 当検討会 議 と して は、 医療安全 の観 点

か らも、幽記載方法 、記載項 目の標 準化 を含 めた処方せ んの記載

等 に関す る検討 を早急 に行 うべ きで あ る とい う結論 に達 した と

ころで あ る。

厚 生 労働省 において は、本件 について適 切 に対応 され るこ と

を強 く期待す るもので ある。

22



(参考5)

情報 伝達 エ ラー防止 のための処方 に 関す る記載 についての標準案(平 成2q年 度研究>

1「 薬名」について ・

薬名1ま販売名または一般名(原 薬名)・を記載する。"

ブランドを指定する場合においては、「ブランド名ム.「剤形」、「規格 ・含量(醜 合剤の

場合を除く)」の3要 素を必ず含むように記載する。

2罫 分量jr用 法」 「用量」 につ いて
髄(1)内 月擦

分 量 は1回 服用 量で記 載 し、用法 ・用量 として1日 服用回数、服薬時期 、服 用 日数を

記載する。

散剤、液剤において薬名を販売名で記載 した場合には.分 量は製剤量(薬 剤としての重量)

で記載する。

散剤、液剤において薬名を一般名 く原薬名)で 記載した場合には、分量は原薬量で記載す

る。'

尚、ラキソベ ロン液等 については総量(本 数等)も 記載 する。

・(例外)漢 方生薬(浸 煎 剤、湯剤)の 分量 につ いては1日 量 を記載する。

(2)外 用薬

分 量 は原則 と して1回 量を記 載 し、 「用法』 「用量」 とレて1'日 の使用回数 使用時期、

使 用 部位 使 用 日数を記載する。

坐薬等の分量は †回量を記載 し、用法1(回 数 ・使用 時期 ・使 用方法)、 投与 日数を記載
「して最 後 に全量を記載する

。

灘 灘 難藩 轡 レ脚 回凱使欄 棚 脚 投与晦 輝

(3)注 射薬

分 量 は1回 量 を記 載す る。

(4)在 宅自己注射薬,

分塁は原則として マ回量を記載し、f用法」τ用量」として1・日の使用回数、使馬時期、

使用日数を記載する(使用量が使用時期により異なる場合には使用量を使用時期毎に定め

て魏載する)と ともに、総量(本 数等)も 記載する。

尚、過渡期にお いて は1回 量で記載 して いるのか1日 量 で記載 して いるの かを明示すること

が必要である6ま た 、現状で1月 量 を記載 して いる場合の用法 として 「1日3回 」等 の表現

は不 適切 で ある。 「分3馨 ある いは 「1日3回 に分 けて 」と表記する ことが必要である 、
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(参考6)

【注意】この様式は参考例であり、新たに様式を示したものでばありません。

処 方 せ ん
(この処方せんは、どの保険薬局でも有効です)

者
号
患
番

氏名 様

年

日

生

月 性別

診察料 発行年月日

① 外来診療科 → ② 計算窓ロ → ③ 薬剤科受付.→④ 院内受付

公費負担者番号
圏

保 険 者 番 号 区

分

□ 院 内

公費負担 医療
の受給者番号

被保険者証・被保険
者手帳の記号 ・番号 □ 院 外

フ リ ガ ナ

氏 名

性 別 区 分 被保険者 被扶養者

男 ・ 女
」 保険医療機 関

(療養取扱機関)
の 所査.地及 び
名 称

電 話 番 号

診 療 科
●

保 険 医 師 名

生 年 月 日 年 月 日生

処 方 せ ん
交 付 年 月 日

平成 年 月 日 処方せんの使用
期間の記載なき

場合は、発行の日
を含め4日間有効

処 方 せ ん
使 用 期 間 平成 年 月 日

薬 品 名 分 量 用 法 ・用 量 調 剤 日 数

.'

1

1

.

P

'

L

備 考 会計処理確認印

後 発 医 薬 晶(ジ ヱ ネ リ ッ ク 医 薬 品)へ の 変 更 が

全 て 不 可 の 場 合 、 以 下 に 署 名 又 は 記 名 ・押 印

保 険 医 署 名 薬剤科監査印

調 剤 年 月 日 平成 年 月 日 公費負担者番号
保険薬局の所在
及 び 名 称
保険 薬 剤 師 名

公費負担 医療
の受給者 番号

24



(別紙)

内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会委員名簿

(五 十音順/○:座 長)

飯沼 雅朗

岩月 進

江里口 彰

大原 信

○ 楠岡 英雄'

隈本 層邦彦

脅 藤 壽一

佐相 邦英

嶋森 好子

土屋 文人

永池 京子

花井 十伍

伴 信太郎

望月 正隆

森山 寛

日本医師会常任理事

日本薬剤師会常務理事

日本歯科医師会常務理事

箏波大学附属病院医療情報部長

国立病院機構大阪医療センター院長

江戸川大学メディァコミュニケーション学部教授

社会保険中央総合病院名誉院長

電力中央研究所社会経済研究所

ヒューマンファクター研究センター上席研究員

慶応義塾大学看護医療学部教授

日本病院薬剤師会常務理事

日本看護協会常任理事

特定非営莉活動法人ネットワーク医療と人権理事

名古屋大学医学部附属病院総合診療部教授

東京理科大学薬学部薬学科教授

東京慈恵会医科大学附属病院長


